
令和５年度地域課題解決型実証実験促進事業

千葉県では、地域課題の解決に向けて、
中小企業や大学等が新たなアイデアなどを
活用して取り組む実証実験に助成します。

商工労働部経済政策課政策室 ０４３－２２３－２７０３
メールアドレス keisei-seisaku@mz.pref.chiba.lg.jp

【問い合わせ】千葉県実証実験ワンストップ窓口

対 象 者 ：県内中小企業を含む複数主体による連携体

対象事業 ：下記①②の要件を満たすこと

①革新的なアイデアや新たなビジネスモデルを活用し、

地域課題の解決に資する実証実験・社会実装であること

②県内を実証フィールドとした事業であること

限 度 額 ：１,０００万円／件 （下限額１００万円／件）

補 助 率 ：補助対象経費の５分の４以内

公募期間：令和５年４月３日（月）～４月28日（金）午後５時 ※必着
申請方法：オンライン申請（ちば電子申請サービス）
審 査：１次審査（書類審査）

２次審査（プレゼンテーション形式）
事業期間：交付決定日（６月上旬頃）～令和６年２月末

※詳細はＨＰ等でお知らせします。



Q どのような分野の実証実験が対象ですか。
A 地域課題の解決に資する取組について、

幅広い分野のアイデアを募集します。

Q 先端技術やデジタル技術の活用は必須ですか。
A 必須ではありません。
※なお、デジタル技術の活用による中小企業の生産性向上に向けた実証実験は、

産業振興課の先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金をご検討ください。

窓口 産業振興課産業技術班 043-223-2718 sangyo-c@mz.pref.chiba.lg.jp

Q どのような経費が補助対象ですか。
A 人件費、事業費、事務費など実証実験に

一般的に必要な経費を幅広く補助します。

Q 連携体の要件は何ですか。
A 県内に本社所在地がある中小企業を１社以上含む、

複数法人による連携体とし、大企業や県外企業、
大学、自治体等も可能です（個人は不可）。

Q 重点的に評価されるのはどのような点ですか。
A 地域課題解決への貢献度、他の企業・地域への

波及効果、事業の実施体制、実現性などです。

よくあるお問い合わせ

詳細はホームページの募集要領をご覧ください！

チーバくん


